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２

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の

確
保
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
制
度
の
整
理
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
八
〇
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
水
先
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
一

九
九
号
）（
運
輸
省
）

１

横
浜
区
の
名
称
を
横
浜
川
崎
区
に
改
め
、
同
区
に
お

い
て
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶

を
、
総
ト
ン
数
三
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
及
び
総

ト
ン
数
三
、〇
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
あ
っ
て
原
油
、

液
化
石
油
ガ
ス
そ
の
他
の
省
令
で
定
め
る
危
険
物
を
積

載
し
て
い
る
も
の
に
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
及
び

別
表
第
二
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
平
成
一
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政

令
（
政
令
第
二
〇
〇
号
）（
通
商
産
業
省
）

中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一

八
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
一
一
年
七
月
二
日
と
す
る

こ
と
と
し
た
。G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
施
行
令
（
政
令
第
二
〇
一

号
）（
通
商
産
業
省
）

１

中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
（
以
下「
法
」と
い
う
。）

の
適
用
対
象
と
な
る
中
小
企
業
者
の
範
囲
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

法
の
適
用
対
象
と
な
る
社
団
法
人
の
要
件
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

３

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
に
係
る
保
険
料
率
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

４

中
小
企
業
近
代
化
資
金
等
助
成
法
の
特
例
に
係
る
貸

付
金
の
償
還
期
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関

係
）

５

組
合
等
に
よ
る
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
申
請
期
間
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

６

行
政
庁
の
権
限
を
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る

こ
と
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

７

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
一
一
年
七
月

二
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
二
〇
二
号
）（
通
商
産

業
省
）

１

中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
中
小

企
業
近
代
化
促
進
法
施
行
令
等
を
廃
止
す
る
と
と
も

に
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
通
商
産
業
省
関
係
法
令
の
適

用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
等
関
係
政
令
の
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
政
令
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
施
行

の
日
（
平
成
一
一
年
七
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
十
一
年
六
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

野
中

広
務

法
律
第
七
十
七
号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
十
五
条
の
二
」
を「
第
九
十
五
条
の
三
」

に
、「
第
九
十
七
条
の
二
」
を
「
第
九
十
七
条
の
三
」
に
改

め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第

十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

上
映

著
作
物
（
公
衆
送
信
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。）を
映
写
幕
そ
の
他
の
物
に
映
写
す
る
こ
と
を
い

い
、
こ
れ
に
伴
つ
て
映
画
の
著
作
物
に
お
い
て
固
定

さ
れ
て
い
る
音
を
再
生
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
す

る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第

十
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十

技
術
的
保
護
手
段

電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方

法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
法
（
次
号
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）に
よ
り
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

著
作
者
人
格
権
若
し
く
は
著
作
権
又
は
第
八
十
九
条

第
六
項
に
規
定
す
る
著
作
隣
接
権
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
著
作
権
等
」
と
い
う
。）を
侵
害
す
る
行
為

の
防
止
又
は
抑
止
（
著
作
権
等
を
侵
害
す
る
行
為
の

結
果
に
著
し
い
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
当

該
行
為
の
抑
止
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。）を
す
る
手
段
（
著
作
権
等
を
有
す

る
者
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。）で
あ
つ
て
、
著
作
物
、実
演
、レ
コ
ー

ド
、
放
送
又
は
有
線
放
送
（
次
号
に
お
い
て
「
著
作

物
等
」
と
い
う
。）の
利
用
（
著
作
物
の
同
意
を
得
な

い
で
行
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
者
人
格
権
の
侵
害

と
な
る
べ
き
行
為
を
含
む
。）に
際
し
こ
れ
に
用
い
ら

れ
る
機
器
が
特
定
の
反
応
を
す
る
信
号
を
著
作
物
、

実
演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に

係
る
音
若
し
く
は
影
像
と
と
も
に
記
録
媒
体
に
記
録

し
、
又
は
送
信
す
る
方
式
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

◇
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
二
〇
四
号
）（
通
商
産
業

省
）

１

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政

令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
政
令
は
、
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施
行
令（
政
令
第
二
〇
三
号
）

（
通
商
産
業
省
）

１

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一

九
号
）
の
適
用
対
象
と
な
る
中
小
企
業
者
の
定
義
の
特

例
並
び
に
中
小
企
業
者
と
さ
れ
る
組
合
及
び
連
合
会
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

中
小
企
業
総
合
事
業
団
（
以
下「
事
業
団
」と
い
う
。）

が
当
該
市
の
行
う
中
小
企
業
指
導
事
業
の
実
施
に
関
し

必
要
な
協
力
を
行
う
対
象
と
な
る
市
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。（
第
二
条
関
係
）

３

中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
事
業
及
び
中

小
企
業
構
造
の
高
度
化
を
支
援
す
る
事
業
の
範
囲
並
び

に
事
業
団
が
行
う
業
務
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
三
条
関
係
）

４

事
業
団
が
業
務
の
一
部
を
委
託
で
き
る
者
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

５

特
定
保
険
等
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
利
益
及
び

損
失
の
処
理
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
五
条
関
係
）

６

特
定
保
険
等
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付

金
の
納
付
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
六
条
〜
第
八
条
関
係
）

７

基
金
の
経
理
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
九

条
関
係
）

８

中
小
企
業
総
合
事
業
団
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
〜
第
一
九
条
関
係
）

９

小
規
模
企
業
共
済
事
業
に
係
る
余
裕
金
の
運
用
方
法

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
〇
条
関
係
）

10

予
算
等
の
作
成
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
一
条
及
び
第
二
二

条
）

11

事
業
団
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
準
用
す
る
他

の
法
令
の
規
定
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
三
条
関

係
）

12

こ
の
政
令
は
、
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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